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目

次

告

示
字
の
区
域
の
変
更

（
市

町

村

課
）

一

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

（
農

村

整

備

課
）

一

換
地
処
分

（

〃

）

二

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
（
二
件
）

（

〃

）

二

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

（
水

産

課
）

三

道
路
の
区
域
の
変
更

（
道

路

維

持

課
）

三

道
路
の
供
用
開
始

（

〃

）

五

公

告
平
成
十
五
年
度
島
根
県
介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試

験
の
実
施

（
高
齢
者
福
祉
課
）

六

公
共
測
量
の
実
施

（
用

地

対

策

課
）

七

告

示

島
根
県
告
示
第
五
百
三
十
九
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
斐
川
町

長
か
ら
次
の
と
お
り
字
の
区
域
を
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
七
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

簸
川
郡
斐
川
町
大
字
学
頭
字
七
日
市
に
編
入
す
る
区
域

（
た
だ
し
、
右
地
番
は
、
平
成
十
五
年
二
月
二
十
八
日
現
在
の
も
の
で
あ
る
。
）

二

簸
川
郡
斐
川
町
大
字
学
頭
字
畑
谷
に
編
入
す
る
区
域

（
た
だ
し
、
右
地
番
は
、
平
成
十
五
年
二
月
二
十
八
日
現
在
の
も
の
で
あ
る
。
）

島
根
県
告
示
第
五
百
四
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
連
合
か
ら
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
七
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

伯
太
川
沿
岸
土
地
改
良
区
連
合

一

就
任
し
た
役
員
の
氏
名
及
び
住
所

理
事島

田

二
郎

安
来
市
安
来
町
一
二
二
五
番
地
一

池
田

浩
昭

能
義
郡
伯
太
町
大
字
井
尻
四
七
八
番
地

宮
本

利
男

能
義
郡
伯
太
町
大
字
安
田
五
二
九
番
地

野
坂

荘
一

安
来
市
清
井
町
三
六
六
番
地
二
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毎
週
火

金
曜
日
発
行

〇

〇

第
一
、
四
七
九
号

平
成
十
五
年
六
月
十
七
日

（
火
曜
日
）

大

字

字

地

番

伊
志
見

六
五
八
の
一
、
六
五
八
の
二

大

字

字

地

番

伊
志
見

六
六
七

及
び
大
字
学
頭
字
畑
谷
四
三
八
八
の
一
、
二
一
三
〇
の
四
の
地
先
に
あ
る
水
路
で
あ
る
大
字
佐
々

布
地
内
の
国
有
地
の
一
部
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山
尾

三
樹

能
義
郡
伯
太
町
大
字
西
母
里
一
七
三
五
番
地
二

奥
野

勇

能
義
郡
伯
太
町
大
字
西
母
里
一
四
三
五
番
地
の
内
第
一

原

民
男

能
義
郡
伯
太
町
大
字
安
田
七
七
八
番
地
三

宇
名
手
郁
夫

能
義
郡
伯
太
町
大
字
安
田
中
六
七
六
番
地

岩
田

義
美

安
来
市
安
来
町
一
五
五
三
番
地

野
坂

登

安
来
市
安
来
町
五
三
九
番
地

細
田

和
正

安
来
市
月
坂
町
三
七
二
番
地

飯
橋

芳
美

安
来
市
月
坂
町
一
〇
三
番
地

内
田

幸
治

安
来
市
宇
賀
荘
町
一
四
三
番
地

湯
浅

春
雄

安
来
市
九
重
町
五
一
番
地
二

福
井

要
次

安
来
市
大
塚
町
三
三
三
番
地

監
事大

塚

鋭
一

安
来
市
大
塚
町
七
三
五
番
地

谷
川

忠
美

安
来
市
大
塚
町
一
二
一
九
番
地

後
藤
真
作
樹

能
義
郡
伯
太
町
大
字
西
母
里
一
四
三
五
番
地
一

二

就
任
年
月
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

三

退
任
し
た
役
員
の
氏
名
及
び
住
所

理
事島

田

二
郎

安
来
市
安
来
町
一
二
二
五
番
地
一

池
田

浩
昭

能
義
郡
伯
太
町
大
字
井
尻
四
七
八
番
地

野
坂

荘
一

安
来
市
清
井
町
三
六
六
番
地
二

山
尾

篤
志

能
義
郡
伯
太
町
大
字
西
母
里
一
七
二
九
番
地

宮
本

利
男

能
義
郡
伯
太
町
大
字
安
田
五
二
九
番
地

原

民
男

能
義
郡
伯
太
町
大
字
安
田
七
七
八
番
地
三

宇
名
手
郁
夫

能
義
郡
伯
太
町
大
字
安
田
中
六
七
六
番
地

野
坂

登

安
来
市
安
来
町
五
三
九
番
地

岩
田

義
美

安
来
市
安
来
町
一
五
五
三
番
地

細
田

和
正

安
来
市
月
坂
町
三
七
二
番
地

飯
橋

芳
美

安
来
市
月
坂
町
一
〇
三
番
地

内
田

幸
治

安
来
市
宇
賀
荘
町
一
四
三
番
地

湯
浅

春
雄

安
来
市
九
重
町
五
一
番
地
二

福
井

要
次

安
来
市
大
塚
町
三
三
三
番
地

監
事大

塚

鋭
一

安
来
市
大
塚
町
七
三
五
番
地

谷
川

忠
美

安
来
市
大
塚
町
一
二
一
九
番
地

後
藤
真
作
樹

能
義
郡
伯
太
町
大
字
西
母
里
一
四
三
五
番
地
一

島
根
県
告
示
第
五
百
四
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
朝
山
西

田
地
区
三
条
資
格
者
施
行
代
表
者
か
ら
朝
山
西
田
地
区
に
お
け
る
換
地
処
分
を
平
成
十
五
年
六
月
三
日
付

け
で
行
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
七
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
告
示
第
五
百
四
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

古
屋
垣
地
区
を
受
益
地
域
と
す
る
用
排
水
施
設
事
業
（
県
営
た
め
池
等
整
備
事
業
）
の
計
画
を
変
更
し
た

の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
関
係

書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
事
業
の
利
害
関
係
人
で
当
該
事
業
計
画
の
変
更
に
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了

後
十
五
日
以
内
に
申
し
出
ら
れ
た
い
。

平
成
十
五
年
六
月
十
七
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

古
屋
垣
地
区
用
排
水
施
設
事
業
（
県
営
た
め
池
等
整
備
事
業
）
変
更
計
画
書
の
写
し

平成15年 6 月17日 第1,479号島 根 県 報



（ 3 ）

二

縦
覧
の
期
間

告
示
の
日
か
ら
二
十
一
日
間

三

縦
覧
の
場
所

松
江
市
役
所

島
根
県
告
示
第
五
百
四
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

別
所
地
区
を
受
益
地
域
と
す
る
用
排
水
施
設
事
業
（
県
営
た
め
池
等
整
備
事
業
）
の
計
画
を
変
更
し
た
の

で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
関
係
書

類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
事
業
の
利
害
関
係
人
で
当
該
事
業
計
画
の
変
更
に
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了

後
十
五
日
以
内
に
申
し
出
ら
れ
た
い
。

平
成
十
五
年
六
月
十
七
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

別
所
地
区
用
排
水
施
設
事
業
（
県
営
た
め
池
等
整
備
事
業
）
変
更
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

告
示
の
日
か
ら
二
十
一
日
間

三

縦
覧
の
場
所

松
江
市
役
所

島
根
県
告
示
第
五
百
四
十
四
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を

求
め
る
た
め
の
事
前
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
届
出
に
係
る
指
定
漁

船
調
書
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
七
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

届
出
事
項

1

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

簸
川
郡
大
社
町
大
字
杵
築
西
二
二
一
七－

一

中
島

貞
之

〃

〃

大
字
宇
龍
五
八

山
根

清
寛

〃

〃

大
字
日
御
碕
四
二
六

高
木

昇

2

加
入
区

大
社
町
加
入
区

3

漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称

大
社
町
漁
業
協
同
組
合

二

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

1

縦
覧
期
間

告
示
の
日
か
ら
十
五
日
間

2

縦
覧
場
所

大
社
町
漁
業
協
同
組
合

島
根
県
告
示
第
五
百
四
十
五
号

道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
十
五
日
間
島
根
県
土
木
部
道
路
維
持
課
及
び
当
該
道
路
を
管
轄
す

る
土
木
建
築
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
七
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義
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道

路

の

区

域

道
路
の
種
類

路

線

名

管
轄
す
る
土
木
建
築
事

務
所
の
名
称

備

考

区

間

変
更
前

後
の
別

敷

地

の

幅

員

延

長

前

メ
ー
ト
ル

七

五
〇
〜

二
一

四
〇

メ
ー
ト
ル

一
、
〇
二
八

〇
〇

道
路
改
良
工
事

県

道

松
江
鹿
島
美
保
関

線

松
江
市
東
生
馬
町
五
四
六
番
二
地
先
か
ら
同
市
下
佐
陀

町
八
七
六
番
地
先
ま
で

松
江
土
木
建
築
事
務
所

後

一
六

〇
〇
〜

三
五

〇
〇

一
、
〇
二
八

〇
〇

拡
幅

前

一
一

〇
〇
〜

五
三

五
〇

一
四
六

〇
〇

〃

大
原
郡
大
東
町
大
字
下
久
野
一
一
五
四
番
一
地
先
か
ら

同
大
字
五
〇
九
番
二
地
先
ま
で

後

一
六

〇
〇
〜

七
四

〇
〇

一
三
二

〇
〇

〃

前

Ａ

五

〇
〇
〜

二
四

〇
〇

一
、
〇
三
五

〇
〇

〃

大
原
郡
大
東
町
大
字
下
久
野
五
〇
九
番
二
地
先
か
ら
同

大
字
四
三
七
番
一
地
先
ま
で

Ａ

五

〇
〇
〜

二
四

〇
〇

一
、
〇
三
五

〇
〇

上
記
の
Ａ
及
び
Ｂ
は
関
係

図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の

区
分
を
い
う
。

後

Ｂ

一
一

〇
〇
〜

五
〇

〇
〇

九
九
〇

〇
〇

ダ
ブ
ル
ウ
ェ
イ

前

四

〇
〇
〜七

〇
〇

一
三
六

〇
〇

〃

〃

安
来
木
次
線

大
原
郡
大
東
町
大
字
下
久
野
四
三
七
番
一
地
先
か
ら
同

大
字
四
二
二
番
一
地
先
ま
で

木
次
土
木
建
築
事
務
所

後

一
一

五
〇
〜

一
七

〇
〇

一
三
六

〇
〇

拡
幅

前

Ａ

四

〇
〇
〜

一
〇

〇
〇

一
一
六

〇
〇

〃

大
原
郡
大
東
町
大
字
下
久
野
四
二
二
番
一
地
先
か
ら
同

大
字
四
一
七
番
一
地
先
ま
で

Ａ

四

〇
〇
〜

一
〇

〇
〇

一
一
六

〇
〇

上
記
の
Ａ
及
び
Ｂ
は
関
係

図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の

区
分
を
い
う
。

後

Ｂ

一
一

五
〇
〜

二
一

〇
〇

一
一
四

〇
〇

ダ
ブ
ル
ウ
ェ
イ

前

一
〇

〇
〇
〜

二
二

〇
〇

一
四
五

〇
〇

〃
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島
根
県
告
示
第
五
百
四
十
六
号

道
路
の
供
用
を
次
の
よ
う
に
開
始
す
る
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
十
五
日
間
島
根
県
土
木
部
道
路
維
持
課
及
び
当
該
道
路
を
管
轄
す

る
隠
岐
支
庁
又
は
土
木
建
築
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
七
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義
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大
原
郡
大
東
町
大
字
下
久
野
四
一
七
番
一
地
先
か
ら
同

大
字
一
一
一
四
番
一
地
先
ま
で

後

一
三

〇
〇
〜

三
八

〇
〇

一
三
二

〇
〇

拡
幅

前

三

〇
〇
〜九

四
〇

九
三

六
〇

〃

〃

一
の
瀬
折
居
線

浜
田
市
鍋
石
町
五
二
三
番
六
地
先
か
ら
同
地
番
先
ま
で

後

三

〇
〇
〜

三
五

〇
〇

八
一

〇
〇

〃

Ａ

六

〇
〇
〜七

八
〇

一
四
一

〇
〇

浜
田
土
木
建
築
事
務
所

〃

前

〃

大
田
井
田
江
津
線

江
津
市
都
治
町
一
四
三
一
番
地
先
か
ら
同
町
一
四
七
七

番
二
地
先
ま
で

Ｂ

六

〇
〇

一
五
五

〇
〇

上
記
の
Ａ
及
び
Ｂ
は
関
係

図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の

区
分
を
い
う
。

ダ
ブ
ル
ウ
ェ
イ
解
消

後

Ａ

六

〇
〇
〜

一
一

〇
〇

一
四
一

〇
〇

仮
設
道
撤
去

道
路
の
種
類

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

延

長

供
用
開
始
年
月
日

管
轄
す
る
隠
岐
支
庁
又

は
土
木
建
築
事
務
所
の

名
称

備

考

一
般
国
道

百
八
十
四
号

飯
石
郡
頓
原
町
大
字
八
神
一
三
番
一
地
先
か
ら
同
大
字

一
六
三
四
番
地
先
ま
で

メ
ー
ト
ル

五
一
五

〇
〇

平
成
十
五
年
六
月
十

七
日

木
次
土
木
建
築
事
務
所

県

道

掛
合
大
東
線

飯
石
郡
三
刀
屋
町
大
字
上
熊
谷
五
八
六
番
二
地
先
か
ら

同
大
字
五
五
九
番
一
地
先
ま
で

三
九
三

〇
〇

〃

〃

〃

一
の
瀬
折
居
線

浜
田
市
鍋
石
町
五
二
三
番
六
地
先
か
ら
同
地
番
先
ま
で

八
一

〇
〇

〃

浜
田
土
木
建
築
事
務
所

〃

大
田
井
田
江
津
線

江
津
市
都
治
町
一
四
三
一
番
地
先
か
ら
同
町
一
四
七
七

番
二
地
先
ま
で

一
四
一

〇
〇

〃

〃
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公

告

平
成
十
五
年
度
島
根
県
介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
七
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

試
験
の
日
時

1

試
験
日

平
成
十
五
年
十
月
二
十
六
日
（
日
）

2

試
験
開
始
時
刻

午
前
十
時

二

試
験
会
場

三

受
験
資
格

受
験
日
に
お
い
て
介
護
支
援
専
門
員
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
五
十
三
号
）
第
一
条

に
規
定
す
る
業
務
従
事
期
間
要
件
を
満
た
し
、
欠
格
事
由
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

四

試
験
の
内
容
等

1

内
容
及
び
方
法

次
の
事
項
に
つ
き
筆
記
試
験
に
よ
り
行
う
。

一

介
護
保
険
制
度
に
関
す
る
基
礎
的
知
識

二

要
介
護
認
定
及
び
要
支
援
認
定
に
関
す
る
基
礎
的
知
識
及
び
技
能

三

居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
及
び
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
関
す
る
基
礎
的
知
識
及
び
技
能

四

保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
及
び
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
基
礎
的
知
識
及
び
技
能

2

試
験
問
題
の
解
答
の
免
除

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
定
資
格
を
取
得
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
分
野
の
試
験
問
題
の
解
答
を
免
除
す
る
。

な
お
、
①
か
ら
③
ま
で
の
法
定
資
格
を
重
複
し
て
取
得
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

分
野
の
解
答
を
免
除
す
る
。

五

受
験
申
込
み
に
必
要
な
書
類
等

1

平
成
十
五
年
度
島
根
県
介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験
受
験
申
込
書

2

平
成
十
五
年
度
島
根
県
介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験
受
験
票

3

実
務
経
験
（
見
込
）
証
明
書

実
務
経
験
証
明
者
と
本
人
が
同
一
の
場
合
は
、
開
業
許
可
書
、
認
可
書
、
届
出
書
、
業
務
委
託
契

約
書
等
の
実
務
経
験
を
有
す
る
こ
と
を
客
観
的
に
証
明
で
き
る
書
類
の
写
し
を
添
付
す
る
こ
と
。

ま
た
、
見
込
証
明
と
な
る
者
は
、
平
成
十
五
年
十
一
月
五
日
（
水
）
ま
で
に
改
め
て
実
務
経
験
証

明
書
を
提
出
す
る
こ
と
。
こ
の
実
務
経
験
証
明
書
が
期
限
ま
で
に
提
出
さ
れ
な
い
場
合
は
、
受
験

資
格
を
満
た
さ
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
、
受
験
は
無
効
と
す
る
。

4

受
験
資
格
に
応
じ
て
提
出
す
る
書
類

一

国
家
資
格
等
の
免
許
等
の
写
し

二

社
会
福
祉
主
事
任
用
資
格
の
取
得
が
確
認
で
き
る
書
類
（
大
学
の
成
績
証
明
書
等
）

平成15年 6 月17日 第1,479号島 根 県 報

〃

西
郷
都
万
五
箇
線

隠
岐
郡
都
万
村
大
字
都
万
字
釜
屋
一
六
〇
二
番
地
先
か

ら
同
大
字
字
泉
三
四
九
三
番
一
地
先
ま
で

一
、
二
六
八

〇
〇

〃

隠

岐

支

庁

試
験
地

試
験
会
場
（
所
在
地
）

松
江
市

島
根
大
学
（
松
江
市
西
川
津
町
一
〇
六
〇
）

浜
田
市

県
立
浜
田
高
等
学
校
（
浜
田
市
黒
川
町
三
七
四
九
）

法

定

資

格

解

答

免

除

①

医
師
、
歯
科
医
師

保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
知
識
（
基
礎
・

総
合
）

②

薬
剤
師
、
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
、
准
看
護

師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー

ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゅ
う
師
、
栄
養
士
（
管
理

栄
養
士
）
、
義
肢
装
具
士
、
言
語
聴
覚
士
、
歯
科
衛

生
士
、
視
能
訓
練
士
、
柔
道
整
復
師

保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
知
識
（
基
礎
）

③

社
会
福
祉
士
、
介
護
福
祉
士
、
精
神
保
健
福
祉
士

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
知
識
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三

訪
問
介
護
員
養
成
研
修
二
級
課
程
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
研
修
を
修
了
し
た
こ
と
が
確
認
で
き

る
書
類
（
研
修
の
修
了
証
書
の
写
し
等
）

四

そ
の
他
受
験
資
格
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
書
類

六

受
験
手
数
料

七
千
円
に
相
当
す
る
額
の
島
根
県
収
入
証
紙
を
受
験
申
込
書
の
所
定
の
欄
に
貼
り
付
け
る
こ
と
。（
収

入
証
紙
に
は
消
印
を
し
な
い
こ
と
。
）

七

受
験
申
込
受
付
期
間
及
び
提
出
先

1

受
付
期
間

平
成
十
五
年
八
月
四
日
（
月
）
か
ら
平
成
十
五
年
八
月
二
十
二
日
（
金
）
ま
で

一

受
験
申
込
書
を
持
参
す
る
場
合

八
月
四
日
（
月
）
か
ら
八
月
二
十
二
日
（
金
）
ま
で
の
午
前

八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
（
土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除
く
。
）

二

受
験
申
込
書
を
郵
送
す
る
場
合

封
筒
の
表
に
「
受
験
申
込
書
在
中
」
と
朱
書
き
し
、
必
ず
簡

易
書
留
扱
い
に
す
る
こ
と
（
八
月
二
十
二
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。
）

2

受
験
申
込
書
の
提
出
先

〒
六
九
〇－

八
五
〇
一

島
根
県
松
江
市
殿
町
一
二
八
番
地

島
根
県
健
康
福
祉
部
高
齢
者
福
祉

課

八

受
験
票
の
交
付

受
験
票
は
郵
送
に
よ
り
交
付
す
る
。
試
験
日
の
十
日
前
ま
で
に
届
か
な
い
場
合
は
、
島
根
県
健
康
福

祉
部
高
齢
者
福
祉
課
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

九

受
験
申
込
書
等
の
請
求

受
験
の
手
引
、
受
験
申
込
書
等
は
、
島
根
県
健
康
福
祉
部
高
齢
者
福
祉
課
、
各
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
、

隠
岐
支
庁
健
康
福
祉
局
又
は
保
健
所
各
支
所
で
交
付
す
る
。

な
お
、
郵
送
で
請
求
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
に
「
受
験
申
込
書
請
求
」
と
朱
書
き
し
、
島
根
県
健

康
福
祉
部
高
齢
者
福
祉
課
あ
て
に
二
百
七
十
円
切
手
を
貼
っ
た
宛
先
明
記
の
返
信
用
封
筒
（
縦
三
十

三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
×
横
二
十
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
郵
便
番
号
、
住
所
、
氏
名
を
記
入
し
た
も
の
）

を
同
封
し
請
求
す
る
こ
と
。

十

合
格
者
の
発
表

受
験
者
全
員
に
郵
送
に
よ
り
合
否
を
通
知
す
る
。

十
一

そ
の
他

1

交
通
手
段

試
験
会
場
及
び
そ
の
周
辺
で
の
駐
車
は
で
き
な
い
の
で
、
バ
ス
等
の
公
共
交
通
機
関
を
利
用
す
る

こ
と
。

2

介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修

本
試
験
の
合
格
者
を
対
象
に
行
わ
れ
る
介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
に
つ
い
て
は
、
別
途
案
内
す

る
。

3

問
い
合
わ
せ
先

こ
の
試
験
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
は
、
島
根
県
健
康
福
祉
部
高
齢
者
福
祉
課
（
電
話
〇
八
五
二

－

二
二－

六
五
二
二
）
に
す
る
こ
と
。

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
出
雲
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
通
知
を
受
け
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
七
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

作
業
種
類

公
共
測
量
（
出
雲
市
駅
通
り
土
地
区
画
整
理
事
業

三
、
四
級
基
準
点
測
量
、
出
来
形
確
認
測
量
）

二

作
業
期
間

平
成
十
五
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
七
月
三
十
一
日
ま
で

三

作
業
地
域

出
雲
市
今
市
町
の
一
部
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平
成
十
五
年
六
月
十
七
日
印
刷

平
成
十
五
年
六
月
十
七
日
発
行

発
行
者

島

根

県

発
行
所

印

刷

松
江
市
殿
町

松
江
市
学
園
南

島

根

県

庁

松
陽
印
刷
所

定
価
一
箇
月

金
二
千
四
百
二
十
円
（
送
料
共
）

毎
週
火

金
曜
日
発
行
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